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  平成 20年 11 月 14日 

                                        岩手県教育委員会       

                                           委員長 箱 崎 安 弘  

岩手県教育委員会規則第 17号 

   岩手県立特別支援学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

岩手県立特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和 32年岩手県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （準用規定）  （準用規定） 

 

第７条 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和 32

年岩手県教育委員会規則第３号。以下「高等学校管理運営

規則」という。）第２条、第５条の２から第 11 条まで、第

13 条から第 17条まで、第 18条から第 20条まで、第 20条

の３の３、第 20条の５の２（舎監に関する部分に限る。）、

第 20条の６から第 25条まで、第 46条、第 49条、第 53条

及び第 53条の２の規定は、特別支援学校に準用する。この

場合において、高等学校管理運営規則第 20条の７中「、教

諭、養護教諭、助教諭、講師（常勤の職員及び地方公務員

法（昭和 25 年法律第 261 号）第 28 条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員に限る。）、養護助教諭又は

実習助手」とあるのは、「又は教諭」と読み替えるものとす

る。 

第７条 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和 32

年岩手県教育委員会規則第３号。以下「高等学校管理運営

規則」という。）第２条、第５条の２から第８条まで、第９

条から第 11 条まで、第 13 条から第 17 条まで、第 18 条か

ら第 20条まで、第 20条の３の３、第 20条の５の２（舎監

に関する部分に限る。）、第 20 条の６から第 25 条まで、第

46条、第 49条、第 53条及び第 53条の２の規定は、特別支

援学校に準用する。この場合において、高等学校管理運営

規則第 20条の７中「、教諭、養護教諭、助教諭、講師（常

勤の職員及び地方公務員法（昭和 25年法律第 261 号）第 28

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限

る。）、養護助教諭又は実習助手」とあるのは、「又は教諭」

と読み替えるものとする。 

 ２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

２ 別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

  
学校名 区 分 

教育の

対象者 
部 課程等 学 科

修業

年限
学校名 区 分

教育の

対象者 
部 課程等 学 科

修業

年限

   ［略］  ［略］ 

   ［略］  ［略］ 

  

本校 肢体不

自由者 高等部 全日制 普通科 ３年

  小学部   ６年

  

岩手県立盛

岡養護学校 

都南校 肢体不

自由者 中学部   ３年

岩手県立盛

岡養護学校

 肢体不

自由者 高等部 全日制 普通科 ３年

   小学部   ６年 小学部   ６年

  中学部   ３年 中学部   ３年

  

岩手県立青

山養護学校  

病弱者 

高等部 全日制 普通科 ３年

  小学部   ６年

  

岩手県立松

園養護学校 

 病弱者 

中学部   ３年

岩手県立盛

岡青松支援

学校 

 病弱者 

高等部 全日制 普通科 ３年

  全日制 全日制 普通科 ３年

   

普通科 ３年

全日制 家政科 ３年

  

岩手県立盛

岡高等養護

学校 

 知的障

害者 

高等部 

   

岩手県立盛

岡高等養護

学校 

 知的障

害者 

高等部 

全日制 生活科学

科 

３年



   全日制 農芸科 ３年

   

全日制 農芸科 ３年

全日制 農産技術

科 

３年

  全日制 工芸科 ３年 全日制 工芸科 ３年

  全日制 加工生産

科 

３年

  

  

 

 

全日制 家政科 ３年

    

全日制 流通・サ

ービス科

３年

   ［略］  ［略］ 

  中学部   ３年

本校 知的障

害者 中学部   ３年

本校 知的障

害者 

高等部 全日制 普通科 ３年  

岩手県立み

たけ養護学

校 

 ［略］ 

岩手県立み

たけ養護学

校 

 ［略］ 

   ［略］  ［略］ 

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 21年４月１日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、公布の日から施行する。 
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